
 神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

す る 。 

  令 和 ５ 年  月  日 

                               神 奈 川 県 知 事  黒  岩  祐  治   

神 奈 川 県 規 則 第  号 

   神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 45 年 神 奈 川 県 規 則 第 43 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 附 則 第 31 項 の 前 の 見 出 し 及 び 同 項 か ら 附 則 第 33 項 ま で を 削 る 。 

 附 則 第 ４ 号 様 式 か ら 附 則 第 ６ 号 様 式 ま で を 削 る 。 

 第 62 号 様 式 に 次 の 付 表 を 加 え る 。 
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付表（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）
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備考　この付表は、地方税法第72条の２第１項第４号に掲げる事業を行う法人に対して通知する場合に添付すること。
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 第 63 号 様 式 中 「       」 を 「        」 に 改 め 、

同 様 式 に 次 の 付 表 を 加 え る 。 
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備考　この付表は、地方税法第72条の２第１項第４号に掲げる事業を行う法人の場合に添付すること。
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 第 65 号 様 式 中 「 の 額 の 控 除 額 」 を 「 の 額 の 控 除 額 等 」 に 改 め る 。 

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第

31 項 の 前 の 見 出 し 及 び 同 項 か ら 附 則 第 33 項 ま で を 削 る 改 正 規 定 、

附 則 第 ４ 号 様 式 か ら 附 則 第 ６ 号 様 式 ま で を 削 る 改 正 規 定 並 び に 第

63 号 様 式 の 改 正 規 定 （「       」 を 「        」 に

改 め る 部 分 に 限 る 。） 及 び 第 65 号 様 式 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か

ら 施 行 す る 。 
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